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第６期浜松市障がい福祉実施計画（案） 

第２期浜松市障がい児福祉実施計画（案）の概要 

１ 計画の目的 

本計画は、障がいのある人の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等にか

かる令和５（2023）年度末の数値目標を設定するとともに、令和３（2021）年度か

ら令和５（2023）年度までの障害福祉サービス等（障害福祉サービス、相談支援、

地域生活支援事業）及び障害児通所支援等（障害児通所支援、障害児入所支援、障

害児相談支援）を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを

目的として策定するものです。 

２ 計画の位置付け 

本計画は、「第３次浜松市障がい者計画」における分野別施策「２ 生活支援」に

関する部分の実施計画に位置付けます。 

３ 計画の期間 

令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

４ 計画の基本理念 

本計画は、第３次浜松市障がい者計画と同一の理念とします。 

『支え合いによって、住み慣れた地域で希望を 

持って安心して暮らすことができるまち』 

５ 計画の評価体制 

障害者基本法に基づき浜松市が設置する附属機関で、障がいのある人に関する施

策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議等を行う「浜松市障害

者施策推進協議会」、当事者等及び障がい者関係団体より構成する「浜松市障がい者

自立支援協議会」、計画の実施主体である浜松市が、相互に連携して施策を進めます。 

また、PDCA サイクルの考え方のもと、計画における成果目標及び実績については、

「浜松市障害者施策推進協議会」や「浜松市障がい者自立支援協議会」を中心に、

定期的に調査、分析及び評価を行い、必要に応じて計画の変更や見直し等の措置を

行うこととします。
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（３）居住系サービスの実績と見込量 

・居住系サービスは、居住の場の一つとなるものです。 

・入所施設から地域生活へ移行する人や介護者の高齢化等に伴う介護力の低下に

よる新たなニーズを見込みます。 

居住系サービス実績と第６期計画の見込量

※ 平成29（2017）年度から令和元（2019）年度は実績値、令和２（2020）年度は

見込値、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度は目標値です。
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https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp

 syoghuku@city.hamamatsu.shizuoka.jp 







下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください

●パブリック・コメント実施案件の概要   

●「第６期浜松市障がい福祉実施計画（案）・第２期浜松市障がい児福祉実施計画（案）」 

    令和３（2021）年度～令和５（2023）年度 

  第１章 計画の概要          ･･････ Ｐ ３～Ｐ１１ 

  第２章 令和５年度の成果目標 ･･････ Ｐ１５～Ｐ２２ 

  第３章 福祉サービスの見込量     ･･････ Ｐ２５～Ｐ４７ 












































































































